
（関税 定率 法 第 4 粂関係 ）

』輸 入 貨物 の 評価 （個 別・ 包 括 ） 申告 書 Ⅰ □新規申告 口変 更 届
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申告一1■代物 の ぶ－■才．・ 鈍柄

上吉己の 貨 物 に 関 し、

税関様式 C 許；530 0号
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包柑川●I件 の 榊 イ系税 関 利 ー1

」
関税 法 施 行 令第 4 粂 第 1 項 の規 定 に よ り同項 第 3 号 又は 第 4 号 に 掲 げ る事項 の うち 下記 につ い て次 の よ うに申 告 します 0

A ． この 貨物 の 取 引 に つ い て

1 ．輸 入 収 引 の 郎 拝解 （ 輸 入 取 引 の 先 手 及 び 拭 利 こつ い て は □ 仰 こ×l三tlを付 す こ と。）
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ロ輸入の番紀老 （
E t 名

2 ．輸 入 取 引 に 関 す る解 偶 につ い て
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写・、 耶 2 号 又 は 節 3 一与；・に 描 け る串 怖 が 口 あ る。

（ 2 ） ＿l瀧 1・の 光 手 と 臥 平 との 間 に 特 殊 脚 糸 （関 税 駐韓 法 節 4 粂節 2 塀 節 4 サ ）か

（
特殊榊係 の内谷

：1 口 輸 出 老（馴才l
J こJ ロ 馴・lの螢紀者

（ 氏 名 、 臼喜一糸

画 な い。

□あ る。 固 か 、（こ の場 合 に は 、（ 3 ）の 紀 繊 不 敬 ）。

（ 3 ） この 1号物 の 取 引仙 楷 は 、 特 殊 脚 系に よ り朋 詐を′受 け て 口 い る。 臥 、ない 。

B ． この 貨 物 の 輸 入 申告 価 格 に つ いて

この 持物の輸 入岬 仙枯 は、什人語：（口逆脚 側 鞍 口付険料 朋 ＝削 一に紀赦 された鮒 こ次の剛 柁 行 って計節す る。

較碓i 巨l ク） 内 訳 そ の 他 職け
ぃ

舛
ノ

参の

）
）

）

「

「1
この 包 捕 申 告 磯：は

1

2

3

一q
5

‥批

※昭 和 年 月
二∃

以降 の 輸 入 申告 に は適 用 で きませ ん。

米印 の 紛 輔 は 紀 人 し な い で 下 さい 。

この 巾 糾 鞋王：に 紀 人 す る 如 こ、 紀 服 部 繊 を よ く純 ん で 、真帆 ：で紀 概 し て 下 さ い。

記入 欄 の 止こさ が 止 り な い と き は 、過 二‥：の 川 紙 に 紀 人 し て 添 付 L て 下 さ い 。

こク）糾 ！Fの 内 紛 こ変 於 が 出 じ た と きは 、 迎 椰 な く桝 鎚 の 刷 lほ し で 一ドき い 。

この 洲 …川 卜料 こ兆 づ く輸 入 巾 ヅ＝こよ る 三言氷税撚 皇Ilち又 は 納 付 す べ き 税 鰍 こ諾安川 が あ る こ と が

わか っ た と き は 、 帽 ．盲l二巾 幣 又（こ上班 jl三の 召．！棚 を す る こ と が で き ま す 。 な お 、 輸 入 の 許 可 後 、
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を　 賛 す る 繊 又 は 砕 ロ　　 訓

※ ′受　 二郎　 帥 ※ 税　　 関 ■■　　 紀　　 人　　 棚


